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第６５回四日市市都市計画審議会 その他報告事項 

「特定用途誘導地区について」に関する報告 

 

  令和６年２月７日に開催した第６５回四日市市都市計画審議会において、民間事業者との新

図書館を中心とした複合施設の整備予定に関連し、都市機能の誘導や土地の高度利用を図るた

め、都市計画法に基づく地域地区の１つである「特定用途誘導地区」の活用を想定している旨

の報告を行った。  

・新図書館整備を予定していた場所（諏訪栄町６－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・特定用途誘導地区の概要 

「四日市市立地適正化計画」に定められた都市機能誘導区域に誘導施設（教育文化施設、商

業施設など）を有する建物を整備する場合に誘導施設の用途に限り容積率の緩和が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月に民間事業者から建物全体の整備費用の報告を受けたが、費用が高騰してお

り、新図書館等に係る整備費用についても本市の想定を大きく超えるものであった。また、事

業延期の申し出に対する再開時期が未定であることから、同年５月に当該地での新図書館の整

備を断念した。これに伴い、当該地における特定用途誘導地区の都市計画決定についても見送

ることとした。 

スターアイランド跡地 


